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警戒レベル３、４が出たら、
危険な場所から避難しましょう
　台風の接近など、災害発生の可能性が
高いと思われる場合は、気象情報などに
注意し、避難情報が発令される前でも早
めに避難してください。

安全な場所にいる人は、
避難する必要はありません
　日ごろから、住んでいる地域や勤務先
が、災害発生の恐れがある場所かどうか
をハザードマップで確認しておきましょ
う。市のホームページでもハザードマッ
プを見ることができます。

避難先は、市が指定する
避難場所だけではありません

▽ ��日ごろからよく相談しておき、安全な親戚
や知人宅に加え、ホテルなどの宿泊施設、
地域で開設する避難所へ避難を検討しましょう。

▽ �開けた高台の駐車場などへ避難するなど、
早めの避難を実施し、エコノミー症候群に
注意しましょう。

早めの避難　�

知る　　　　　　

新たな避難場所　�

３

１
２

府中市は、府中天満屋駐車場を避難場所として使
用できる協定を、３月25日に株式会社天満屋スト
アと締結しました。

避難行動の３つのポイント
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　　　　　　��災害の危険性があり避難した住民や災害により家
に戻れなくなった住民などが、一定期間、避難生
活を送るための施設です。

　　　　　　��災害が発生または発生の恐れがある場合に、その
災害の危険から命を守るために緊急的に避難する
場所や施設です。

　台風や大雨の水害など、これ
から起こるかもしれない災害に
対し、一人一人の家族構成や生
活環境に合わせて、「いつ」「誰
が」「何をするのか」をあらか
じめ時系列で整理した自分自身
の防災行動計画のこと。

避難所と避難場所、どう違う？ 　 　　　  マイタイムライン

【避難での新型コロナウイルス感染症対策】

３避難場所での感染防止対策　感染症予防の基本ですので、次のことにご協力をお願いします。

２避難前の準備

１市が当初から開設する避難場所を拡充し、密集・密閉・密接を防ぐ

避難前に検温し、体調を確認する。

避難時の携行品に、マスク・体温計・ウェットティッシュ
・携帯用トイレ（車中避難の場合）などを追加する。

避難場所　昨年度10　　　今年度15の避難場所を開設
一
次
開
設
す
る
避
難
場
所

拡
充

国府小学校体育館　　クルトピア栗生　　リ・フレ　　南小学校体育館

府中市生涯学習センター　阿字スポーツグラウンド体育館　クルトピア明郷

府中学園体育館　　上下町民会館　　上下南小学校体育館

栗生小学校体育館　　第一中学校体育館　　府中明郷学園第二体育館

広谷保育所　　府中天満屋駐車場（車での避難のみ）

３密を防ぐため、市や地域が開設する避難場所にこだわらず、安全な場所にある親戚や知人宅、ホ
テルなどの宿泊施設など、複数の避難先を確保し、分散避難を考えましょう。

知っ得 知っ得

避難場所…

避難所……

Ｐ12のフローチャ

ートを確認して

ください。
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